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３
４
５
名
が
新
成
人
に

　
１
月
７
日
（
日
）
、
勝
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
、
第
４
回
富
士
河
口
湖
町
成
人
者
の
つ
ど
い
が
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
年
、
富
士
河
口
湖
町
で
新
た
に
新
成
人
と
な
っ
た

の
は
３
４
５
名
。
こ
の
他
、
進
学
等
の
事
情
に
よ
り
、

一
時
住
所
を
移
し
て
い
る

新
成
人
者
も
加
わ
り
、
盛

大
か
つ
厳
粛
に
成
人
式
、

記
念
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
成
人
者
の

代
表
と
し
て
、
船
津
地
区

の
古
屋
麻
美
さ
ん
が
、
「
周

囲
の
人
々
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を
忘
れ
ず
、
更
な
る

一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
」

と
宣
誓
。

　
式
典
終
了
後
に
行
わ
れ
た
記
念
事
業
で
は
、
湖
南
中

卒
業
生
の
当
時
の
恩
師
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
結
成
さ
れ
、
活
動

を
続
け
て
い
る
合
唱
団
「
湖
南
コ
ー
ラ
ス
」
が
、
歌
で

新
成
人
た
ち
を
激
励
。

新
成
人
の
指
揮
で
一

緒
に
「
大
地
讃
頌
」

を
歌
う
場
面
も
あ
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
成
人
者
の

思
い
出
を
振
り
返
る

ミ
ニ
映
画
の
上
映
で
は
、

懐
か
し
い
中
学
時
代

の
仲
間
や
自
分
達
の

姿
に
歓
声
が
あ
が
り

ま
し
た
。

年
頭
に
あ
た
っ
て
の

 

ご
あ
い
さ
つ
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

旧
年
中
は
、
町
政
に
対
し
ま
し
て
、
暖
か
い
ご
支
援

と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
３
月
に
上
九
一
色
村
南
部
地
域
と
合
併
し
、

新
生
富
士
河
口
湖
町
と
な
っ
て
以
来
、
よ
う
や
く
１

年
が
経
過
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
本
町
は
、
富

士
山
の
周
囲
の
約
４
分
の
１
と
、
４
つ
の
湖
を
有
す

る
、
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
広
域
な
町
と
な

り
、
人
口
も
着
実
に
増
加
し
、
町
も
確
実
に
発
展
し

て
き
て
お
り
ま
す
。

　
皆
様
ご
存
知
の
と
お
り
、
最
近
の
自
治
体
を
取
り

巻
く
環
境
は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

新
町
の
基
盤
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、

行
財
政
運
営
の
効
率
化
を
積
極
的
に
進
め
る
と
と
も

に
、
全
て
の
地
域
に
均
等
に
施
策
が
行
き
渡
る
よ
う

留
意
し
な
が
ら
、
包
括
的
な
施
策
の
見
直
し
と
整
理

・
統
廃
合
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
合
併
に
よ
る
地
域
間
・
住
民
間
交
流
を
促

す
た
め
に
も
、
当
町
の
恵
ま
れ
た
環
境
を
活
か
し
、

既
存
の
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
て
地
域
の
特
色
を

生
か
し
た
中
で
、
町
全
体
が
さ
ら
に
活
性
化
す
る
よ

う
な
施
策
を
展
開
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
昨
年
以
上
に
町
民
の
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン

　
①
快
適
で
住
み
よ
い
ま
ち

　
②
ゆ
と
り
あ
る
文
化
の
ま
ち

　
③
人
と
地
球
に
や
さ
し
い
ま
ち

　
④
明
日
へ
伸
び
ゆ
く
産
業
を
め
ざ
す
ま
ち

　
⑤
健
全
行
政
の
ま
ち
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町
内
小
中
学
生

　
　
　
中
国
交
流
事
業
の
報
告

健
康
科
学
大
学
「
学
章
」
決
ま
る
！

　
平
成
18
年
10
月
25
日

か
ら
29
日
の
５
日
間
、

町
の
国
際
交
流
派
遣
事

業
の
一
環
と
し
て
、
町

内
の
小
中
学
生
総
勢
24

名
が
、
中
国
天
津
市
の

小
中
学
校
を
訪
問
し
、

現
地
の
子
供
達
と
交
流

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
最
初
に
訪
れ
た
天
津

市
和
平
区
で
は
、
市
の

中
心
部
に
あ
る
中
心
小

学
校
（
児
童
数
約
三
千
人
）
と
第
21
中
学
校
（
生
徒
数
約

四
千
人
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。
両
校
と
も
熱
烈
に
歓
迎
し

て
も
ら
い
、
始
め
に
教
室
の
中
に
入
り
実
際
の
授
業
を
見

学
し
ま
し
た
。

　
高
度
な
授
業
内
容
や
生
徒
の
真
剣
な
授
業
態
度
な
ど
、

日
本
と
は
大
き
く
違

っ
て
い
る
こ
と
に
皆

が
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
校
に
お
い
て
催
さ

れ
た
交
流
会
で
は
、
相

互
に
出
し
物
を
演
じ

ま
し
た
。
交
流
が
始

ま
る
前
は
不
安
な
気

持
ち
を
抱
い
て
い
た

子
供
た
ち
も
、
少
し

ず
つ
場
の
雰
囲
気
に
も
慣
れ
て
き
て
、
日
本
語
や
中
国
語

で
の
会
話
は
出
来
な
く
て
も
、
漢
字
や
英
語
を
使
っ
て
お

互
い
の
こ
と
を
語
り
合
っ
た
り
、
卓
球
・
編
物
・
折
り
紙

な
ど
を
し
て
、
年
齢
の
上
下
に
関
係
な
く
大
い
に
親
睦
を

深
め
て
き
ま
し
た
。

　
交
流
事
業
が
終
わ
っ
た
後
は
、
天
津
市
を
あ
と
に
し
て

北
京
市
へ
移
動
し
ま
し
た
。
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け

て
整
備
を
進
め
て
い
る
市
内
を
バ
ス
の
車
窓
か
ら
眺
め
な

が
ら
、
世
界

遺
産
に
登
録

さ
れ
て
い
る

万
里
の
長
城

・
故
宮
・
天

壇
公
園
、
そ

し
て
天
安
門

前
広
場
や
北

京
動
物
園
な

ど
を
見
学
し

て
回
り
、
中

国
の
広
大
な

国
土
と
偉
大

な
歴
史
を
体

感
し
て
き
ま

し
た
。

　
今
回
の
交

流
事
業
に
参

加
し
た
子
ど

も
た
ち
は
、
暮
ら
し
や
文
化
の
共
通
点
・
相
違
点
を
実
際

に
見
て
学
び
、
日
中
友
好
の
大
切
さ
も
感
じ
取
っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の
体
験
を
生
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学

生
生
活
を
充
実
さ
せ
、
地
域
の
発
展
や
国
際
化
に
も
貢
献

し
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
９
月
広
報
誌
で
公
募
し

て
い
ま
し
た
、
健
康
科
学

大
学
の
「
学
章
」
が
決
ま

り
、
12
月
25
日
大
学
で
顕

彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
み
ご
と
最
優
秀
賞
に
輝

い
た
の
は
、
船
津
在
住
の

三
浦
喜
久
夫
さ
ん
。
折
茂

学
長
か
ら
表
彰
状
と
副
賞

を
受
け
と
り
、
万
遍
の
笑

み
を
た
た
え
て
い
ま
し
た
。

　
三
浦
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン

し
た
「
学
章
」
は
、
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
早

速
、
職
員
の
皆
さ
ん
の
名
刺
や
表
彰
状
な
ど
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
最
優
秀
作
品
　
三
浦
喜
久
夫
氏
（
船
津
在
住
）

　
優

秀

作

品
　
解
良
　
武
士
氏
（
大
学
教
員
）

　
佳
　
　
　
作
　
渡
辺
　
賢
志
氏
（
大
学
職
員
）

作品コンセプト

　富士山麓にて、専門的な知識・技術

や人間力・共創力を身につけ育成され

る人材を表現しました。中央左は人間

（優れた人材）を表現し、中央右は富士

山（日本そして地域社会）を表現しまし

た。その人間と富士山の二つをつなぐ

ように囲む輪は、専門的な知識・技術や

人間力・共創力を表現しました。
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町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
時
期
で
す
!!

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
時
期
で
す
!!

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
時
期
で
す
!!

　平成１９年度町民税・県民税の申告受付が２月１６日(金)から始まります。

　個人の町民税・県民税は、提出された申告書をもとに税額が計算され、納税者の皆さんに

通知した後、納税していただく仕組みになっています。

　今年の申告期限は、３月１５日（木）です。忘れずに正しい申告をしましょう。

今年の1月1日現在、富士河口湖町内に住所があり、平成17年中に所得があった方はすべて該当します。
１．給与所得者の場合
　　通常は、事業所から給与支払報告書の提出があり、申告の必要はありませんが、次のいずれ
　　かに該当する方は申告してください。
　１）給与所得以外に副収入（地代、家賃、報酬、配当などの所得）があった方
　２）外注加工賃の支払いを受けた方
　３）一定のところに勤務していない方、又は日雇いやアルバイトなどにより勤務先から役場に
　　　給与支払報告書の提出がない方
　４）雑損失、寄付金、医療費控除の適用を受けようとする方
２．給与所得者以外の方
　１）昨年中に営業、農業、不動産、配当、報酬などの給与や年金以外の収入があった方
　２）年金収入がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
　３）専従者控除の適用を受けようとする方
　４）純損失、雑損失の適用を受けようとする方
　５）所得証明書の発行を受けたい方や国民健康保険税の軽減措置、国民年金の納付猶予などの
　　　手続きをなさる方で役場に収入の資料の無い方

１）印鑑
２）事業所得者・不動産所得者は、平成１８年中の収入・経費のわかる書類、帳簿等
　（収支内訳書等は必ず記入してきてください。）
３）給与所得の源泉徴収票または給与支払証明書（給与所得のある方のみ）
４）社会保険料(国保・年金・介護保険料等)の支払額のわかるもの
５）国民年金保険料控除証明書又は領収書（昨年から申告書に添付しなければなりません。）
６）生命保険料、損害保険料及び医療費等の支払証明書や領収書
　（医療費控除を受けられる方は、領収書の合計を各個人ごと、各病院ごとにあらかじめ計算し
　　ておいてください。）
７）大学生、障害者の方は、内容がわかる書類（学生証、障害者手帳等）
８）還付申告の方は、申告者本人名義の金融機関口座のわかるもの（通帳等）

※�領収書等は事前に集計しておきましょう。過去の申告書がある場合は持参してください。

 　１）給与収入等の金額が、２,０００万円を超える方
　 ２）２ヶ所以上からの給与の支払いを受け、年末調整を受けていない方
　 ３）給与所得者で、給与所得以外の副収入の金額が２０万円を超える方
　 ４）事業所得、不動産所得のある方
 　５）家事使用人などで、給与から所得税の源泉徴収がされていない方
　 6）同族会社の役員や親族などで、その会社からの給与の他に、利子、賃借料などの支払いを受け
　　　ている方
　 ７）不動産を売却した方
　 ８）退職金の支払いを受ける際、『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、
　　　２０％の税率で源泉徴収された方で、源泉徴収税額が正規の税額より少ない方
　 ９）医療費控除、住宅借入金等特別控除等の適用を受けようとする方
　10）給与等の源泉徴収につき災害減免法の適用を受けている方

　１）所得税の確定申告をした方（青色、白色専従者を除く）
　２）給与所得者で勤務先から役場へ給与支払報告書の提出がしてあり他の収入の無い方

申 告 準 備 は 、 お 早 め に ！
申告期間＝２月１６日(金)～３月１５日(木)

★町・県民税の申告が必要な方は

★町・県民税の申告をしなくてもよい方は

★確定申告が必要な方は

★申告するときに必要となるもの

申告についての問合せ先
　　　　　　　　　　税務課　住民税係　TEL０５５５－７２－１１１３（税務課直通）
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地  区 会     場 受 付 日 対象地区・自治会・区会等

大   石 大石出張所

全地区 中央公民館

全地区 中央公民館

全地区

全地区

中央公民館

全地区 中央公民館

中央公民館

中央公民館

船　津 中央公民館

小　立 中央公民館

２月１６日（金）

２月１９日（月）

２月２０日（火）

中沢、上手、中村、下条

税理士による無料申告相談日（個人事業者の消費税申告等）

２月２５日（日） 平日に来られない方

３月　４日（日） 平日に来られない方

３月　５日（月） 湖南町一～三丁目、本町二丁目、大池

３月　８日（木） 市道町、本町、高尾町

３月　９日（金） 上の段下、上の段中、上の段上

３月１２日（月） 高尾南町､富士見タウン､河口湖通一丁目・二丁目、船津待機宿舎

３月１３日（火） 大久保、宮森、浅川、県営住宅（船津）、町営住宅、赤坂

３月１４日（水）
指定日に申告できない方

３月　６日（火） 七軒町一丁目～四丁目、南台一・二丁目、七軒町中

船　津

浅　川

３月　７日（水） 富士見町一丁目～四丁目

東村、後藤、湯口、ペンション村、松風台

河　口

足和田

勝　山

勝　山

上九一色

河口出張所

上九一色出張所

２月２０日（火）

２月２１日（水）

第一自治会、第二自治会、第三自治会

第四自治会、第五自治会、第六自治会

２月２２日（木）

２月２３日（金）

長浜、西湖、根場、大嵐地区

勝山地区

２月２６日（月）

２月２８日（水）

勝山地区

２月２７日（火） 乳ヶ崎、西、河口湖ニュータウン

林、久保、サンコーポラス河口湖

３月　１日（木） 八丁屋、県営住宅河口湖小立団地

３月　２日（金）

３月　２日（金）

税理士による無料申告相談日（個人事業者の消費税申告等）

揚町、浜町、若松町、上町、松場町一・二丁目

３月１５日（木）

足和田出張所

中央公民館

中央公民館

２月２１日（水） 精進、本栖、富士ケ嶺地区

２月２２日（木） 精進、本栖、富士ケ嶺地区

平成１９年度申告受付相談日程表
【 受付時間は、各会場とも午前９時から１１時３０分までと、午後１時から４時までです。 】

※日曜日も申告相談を受付けます。・・・上記日程表の  ２月２５日  と  ３月４日  です。

※申告期間中、役場での申告相談はできません。集落会場、地区会場もしくは２月２３日以降であれば中央公民館にお越しく

　ださいますようお願いいたします。

※会場、時間帯によっては、待ち時間が長くなる場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。

※住民税の申告は国民健康保険税の算定や福祉施策などの大切な資料となりますので、所得がなかった方も必ず申告して

　ください。

※個人事業者の方の消費税申告相談を受付けますので、『２／２０（火）・３／２（金）に実施する税理士による無料相談』をご

　利用ください。

◆住民税の所得割の税率が１０％に統一されます。◆
　　各地方公共団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体の改革は、次の３ 

　つの改革を一体的に行うことです。

　��使い道が細かく決められ制約されている国庫補助金を廃止・縮減する。

　��廃止・縮減に見合った額を国から地方に税源移譲する。

　��税源移譲により地方の自主財源を強化し、地方交付税への依存を低下させる。

　　 このことによって、住民にとって真に必要な行政サービスを地方団体が自らの責任で、より効率的に行えるよう、国

　の所得税から地方の住民税へ３兆円規模の税源移譲が平成１９年から行われます。

　　住民税の所得割の税率は、従来３段階の超過累進課税でしたが、これを所得の多い少ないに関わらず、一律１０％（町

　民税６％・県民税４％）の比例税率構造に変えることになりました（平成１９年６月徴収分から適用になります）。

　　なお、個々の納税者の所得税と住民税合計の負担額が変わらないよう、所得税の税率構造の見直しも併せて行います

　（平成１９年１月から適用）。

【平成１８年１２月号町広報誌もご覧下さい。】住民税(町・県民税)の主な改正についてお知らせします。
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◆定率による税額控除が廃止されます。◆
　　景気対策の一環として平成１１年度から実施されてきた定率による税額控除が平成１９年度から廃止されます。定

　率減税とは、税額から一定の額を控除する措置です。

　　この定率減税の額は、平成１７年度分までは１５％相当額（４万円が上限額）となっていましたが、平成１７年度の国

　の税制改正により平成１８年度分は所得割額の７.５％相当額（２万円が上限額）となりました。また、平成１８年度の

　国の税制改正により、平成１９年度分から廃止されることになりました（平成１９年６月徴収分から適用）。

◆高齢者の方々へ　～平成１８年度から実施されている改正の内容◆
　　少子・高齢化が進行する中、高齢者と現役世代との世代間の税金負担のバランスを確保する観点から、平成１６年度

　及び平成１７年度の国の税制改正により、平成１８年度分の個人住民税から、６５歳以上の方々にも、低所得者に対す

　る配慮を行いつつ、所得に応じたご負担をお願いすることになりました。

　① ６５歳以上の方の非課税措置が廃止されています

　　平成１８年度から６５歳以上の方で前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に対する非課税措置が廃止されまし

　た。

　　なお、平成１５年１月２日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が１２５万円以下の方については、経過措置と

　して、平成１８年度は算出税額の３分の１が、平成１９年度は算出税額の３分の２が、平成２０年度は本来の税額が課

　税されます。

　② 老年者控除（４８万円）が廃止されています

　　６５歳以上の方で、前年の合計所得金額が１,０００万円以下の方に適用されていた老年者控除（４８万円）が、平成

　１８年度分から廃止されました。

　③ 公的年金等に係る雑所得の計算方法が変わっています

　　６５歳以上の方の公的年金等に係る所得金額の計算方法の「公的年金等控除額」が改正されました。

大月税務署からのお知らせ
TEL 0554－22－3153

　確定申告は自分で書いて早めに提出しましょう。期限間際になりますと、

税務署の窓口が大変混雑しますので、ゆとりをもって早めに申告しましょう。

☆所得税の申告と納税は、２月１６日（金）～３月１５日（木）です。

　なお、還付申告は１月４日（木）から受付けております。

☆贈与税の申告と納税は、２月１日（木）から３月１５日（木）です。

☆個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は1月4日（木）から４月２日（月）までです。

　（なお、大月税務署では土曜・日曜・祝日の相談及び申告書の受付は行っておりませんが、申告書は郵送や

ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより提出する

ことができます。）

★所得税・事業税・住民税の共同説明会（所得税・事業税・住民税の書き方などについての説明会です。）

　　　日　時　　１月３０日（火）午前１０時～１２時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館１階ホール　　　

★確定申告書作成相談会（消費税課税事業者及び年金所得がある方の申告書作成のアドバイスを行います。）

　　　日　時　　１月３０日（火）午後　１時～　４時　　　　　

　　　　　　　　２月　９日（金）午前１０時～１２時・午後１時～４時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館１階ホール

★税理士が行う無料申告相談

　税理士会では、小規模事業者のための無料申告相談を行います。（事業所得、不動産所得及び雑所得の合計が300

万円以下の方、又は、消費税の課税事業者で基準期間の課税売上高が、3,000万円以下の方が対象となりますが、年

金受給者の方及び給与所得者の方も対象になります。）おいでいただく際には、計算器具・筆記用具等をご持参くだ

さい。

　　　日　時　　２月２０日（火）午前１０時～１２時・午後１時～３時　　　　　

　　　　　　　　３月　２日（金）午前１０時～１２時・午後１時～３時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館２階

確定申告の受付開始
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 「償却資産の申告書」は固定資産の申告です。償却資産の対象となるものを富士河口湖町内に所有す

る人は「所得税の確定申告や町県民税の申告」とは別に申告する必要があります。

■�　申　告　期　限

　　平成１９年１月３１日（水）

■　提出・お問合せ先

　　町役場税務課　固定資産税第２係（電話　７２－１１１３）

■ 「償却資産」とは？

　　　土地・家屋以外で事業用として使用している資産です。減価償却資産（確定申告時に明細書また

　　は計算書に記載するもの）とおおむね同じものです。農業・漁業・個人商店・不動産経営などで減

　　価償却資産として使用しているものは、事業用資産に含まれます。（具体例は下の表をご覧下さい。）

■�申告の必要な人は？

　　富士河口湖町内に上記の「償却資産」を所有する人で、個人・法人を問いません。

■�申告の時期と方法は？

　　毎年１月１日現在に所有している「償却資産」について所定の申告用紙に記入して提出して下さい。 

　（郵送でも受け付けます。）

　　申告書は同課にあります。（過去に申告または平成１７年の確定申告書により、固定資産台帳に登

　録されている人には、申告書を郵送してあります。）

■�税額はどのようになるの？

　　資産ごとに、取得価格・法廷耐用年数・取得後の経過年数を考慮して課税標準額（定率法による減

　価後の残存価格）を計算し、その合計額に１．４％の税率を掛けて算出した額が税額となります。

【取得価格に税率を掛けて税額を算出することはありません】

　　資産ごとの課税標準額の合計額が免税点（１５０万円）以下の場合は、課税されません（ただし、

　申告は必要です。）

償 却 資 産 の 申 告 は お 忘 れ な く

※自動車税・軽自動車税の対象となるものは、「償却資産」の対象になりません。

※償却資産の対象となるもの（例）

アパート経営

農　　　業

飲　食　店

小　売　店

工　　　場

サービス業

医　　　院

建　設　業

舗装、フェンス、看板など

田植え機、脱穀機、コンベヤー、コンバインなど

テーブル、椅子、厨房用具、カラオケ、ネオンサイン、レジスターなど

陳列台、ショウケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など

施盤、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など

理容・美容器具、洗濯機、遊戯器具、テレビゲームなど

医療器具、パソコンなど

フォークリフトなどの大型特殊車両その他建設工業設備など

業　　種 資　　　　　　　　産
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パブリックコメント(住民意見聴収制度)について

障害福祉計画アンケート結果から

住民のみなさんからのご意見を募集します

富士河口湖町  障害者基本計画・障害福祉計画
策定作業中!

　計画策定に先立ち、障害者の皆様に対してアンケート調査を実施しました（平成18年12月）。アンケート結

果の全文は、町役場福祉推進課で閲覧できるほか、下記パブリックコメント期間には、各出張所や町ホーム

ページで公表します。

　町では、これらの計画の素案がまとまり次第、計画を決めるに先立って、パブリックコメント（計画決定前

に住民の意見を聴く制度）を行います。平成19年2月15日から2月24日（予定）まで計画（案）及びアンケート結

果の全文を、町役場福祉推進課、各出張所に意見箱と一緒に設置します。

　これらについては、パブリックコメント期間中、どなたでもご覧になることができますし、意見を出すこ

とができます。また、町ホームページ（http://www.town.fujikawaguchiko.yamanashi.jp/）にも全文を掲載

します。計画（案）についてご意見のある方は、2月24日までに上記意見箱、町ホームページ掲載のEメールア

ドレスまたは役場福祉推進課ファクシミリ（0555-72-6027）あてにお出しください。

富士河口湖町の福祉に関する計画

　わたしたちの身の回りには、高齢で介護を必要とする人、障害のある人、そして子育てや家族の介護で

悩んでいる人がいます。また、ひとり暮らしで話し相手のいない人など、いろいろな悩みや不安を抱え、

何らかの助けを必要とする人々がいます。困り事を抱えている人を支援するためには、福祉の充実が必要

ですが、その一方で、困り事や生活の仕方など、近年その内容は、多様化・高度化してきています。

　本町では､障害のある方が人生の各段階において必要とするサービスを計画的に整備することにより、

地域で自立した生活を安心して送ることができる社会の実現に向けたまちづくりを推進してきました。

　その一方で、わが国の社会保障制度は近年、めまぐるしい変革の中にあり、障害者についても、平成１５年

度には「措置制度」から「支援費制度」に移行し、また、平成

１８年４月からは「障害者自立支援法」が施行される

など、新たな改革が現在進められています。

　障害者自立支援法は、これまで別々に行われてきた

身体、知的、精神の３障害に対する支援をひとつにま

とめ、就労支援の強化、入所者等の地域生活移行を推

進するなど、抜本的な改革内容を含んでいます。

　これらを踏まえ富士河口湖町では、障害者の方々が

地域でいきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、

現在、町内から選んだ委員の方々をメンバーとする策

定委員会のもと、本年3月の策定に向けて、「富士河口

湖町障害者基本計画・障害福祉計画」の策定作業を行

っているところです。

障害者基本計画

障害福祉計画

高齢者保健福祉計画

介護保健事業計画

次世代育成支援行動計画

今回策定

今回策定

策定ずみ

策定ずみ
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　福祉推進課では、こども未来創造館内においてつどいの広場を開催しています。

　寒い季節、外遊びができず、ついつい自宅にこもりがちな親子さんにおすすめします。

　【つどいの広場とは】

　◎親子が気軽に来館でき、子どもがのびのびと遊べる場です。入館は、月・水・金曜日

　　の午前9時～12時と午後1時～3時です。(入館時間内であれば利用は自由です。)

　◎同じ年齢のこどもをもつ親子ともふれあえる場です。就学前のお子さんが対象に

　　なります。

　◎つねに親子を温かく見守り子育てを応援する保育士や子育て相談・栄養相談日に

　　は、各種相談に応じる保健師や栄養士のスタッフもいます。

　◎計測コーナーがあり、いつでもお子さんの身長・体重が測れます。

　【ボランティアの募集】

　◎つどいの広場では、参加親子にスタッフと一緒にあそびの提供などをしてくれる

　　ボランティアさんを募集しています。(月・水・金曜日の10時～12時)興味のある方

　　は、是非お問い合わせください。

　●問合先　町役場・福祉推進課児童福祉係　電話７２‐６０２８

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
意
欲
並
び
に
児
童
の
勉
学
意
欲

を
向
上
さ
せ
、
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
児
童

の
健
全
な
育
成
を
図
り
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　
平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
方
に
支
給
い
た
し
ま
す
。

（
１
）
富
士
河
口
湖
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方 

（
２
）
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
で
あ
っ
て
、
入
進
学
児
童

　
を
監
護
し
て
い
る
方
、
又
は
養
育
者
で
あ
っ
て
、
入
進
学

　
児
童
で
あ
る
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方 

（
３
）
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

　
右
記
、
支
給
対
象
者
の
方
で
も
、
所
得
制
限
に
か
か
る
方

は
該
当
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
１
）
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
も
し
く
は
養
育
者
が
、
前

　
々
年
に
お
い
て
所
得
税
法
そ
の
他
所
得
税
に
関
す
る
法

　
令
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
納
付
義
務
を
有
す
る
と
き

（
２
）
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
で
、
当
該
ひ

　
と
り
親
等
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
前
々
年
の
所

　
得
が
、
基
準
額
以
上
で
あ
る
と
き

　
入
進
学
児
童
一
人
に
つ
き
、
１
０
０
０
０
円
支
給
い
た
し

ま
す
。

　
次
の
書
類
を
富
士
河
口
湖
町
役
場 

福
祉
推
進
課
児
童
福

祉
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１
）
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
申
請
書

（
２
）
申
請
者
と
児
童
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本 

（
３
）
世
帯
の
全
員
の
住
民
票
の
写
し 

（
４
）
ひ
と
り
親
等
の
所
得
の
状
況
を
証
す
る
書
類

　
　
（
所
得
証
明
書
） 

（
５
）
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
の

　
　
状
況
を
証
す
る
書
類
（
所
得
証
明
書
）

※
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
方

　
は
、（
２
）
～
（
５
）
の
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
の
で
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
（
１
）
は
富
士
河
口
町
役
場 

福
祉
推
進
課

　
（
本
庁
舎
１
階
）
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

　
平
成
19
年
１
月
４
日
～
平
成
19
年
１
月
31
日
（
土
日
、
祝

日
は
除
く
）

●
連
絡
先
　
町
役
場 

福
祉
推
進
課 

児
童
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
℡
72
‐
６
０
２
８

趣
　
旨

申
請
方
法

提
出
期
日

支
給
対
象
者

所
得
制
限

支
給
額

ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
事
業
に
つ
い
て

日 曜日 主な相談・行事内容

５ 金

月

水

金

月

水

金

金

月

水

月

水

栄養相談10～12時

育児相談10～12時

お誕生会11時～

育児相談10～12時

栄養相談10～12時

栄養相談10～12時

８

10

12

15

17

19

22

24

26

29

31

【１月の活動】
つどいの広場のお知らせ
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１０

★
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
の
発
行
を

　
　
　
　
　
受
け
て
い
る
方
へ
の
重
要
な
お
知
ら
せ
★

　
平
成
16
年
１
月
29
日
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
で
す
が
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
は
、
発

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
公
的
個
人
認
証
法
第
５
条
）

　
こ
の
た
め
、
平
成
19
年
１
月
29
日
以
降
、
有
効
期
間
満
了

に
よ
り
電
子
証
明
証
が
順
次
失
効
す
る
電
子
証
明
書
が
出

て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公

的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電

子
証
明
書
の
発
行
を
受
け
て

い
る
方
は
、
電
子
証
明
証
の
有

効
期
間
を
必
ず
ご
確
認
の
う

え
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
確
認
方
法
に
つ
い
て
】

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

券
面
に
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
別
途
、
電
子
証
明
書
の

写
し
や
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

ソ
フ
ト
の
「
証
明
書
表
示
ツ
ー
ル
」
等
に
よ
る
確
認
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

【
注
意
事
項
】
　

・
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
は
、
電
子
証
明

　
書
発
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
で
有
効
期
間
が
満

　
了
し
失
効
し
ま
す
。

　
　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
と
は
異
な
り

　
　
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
失
効
し
た
場
合
に
は
、
国
税
の
電
子
申
告
な
ど
の
電
子
申

　
請
・
届
出
に
使
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

・
更
新
を
希
望
す
る
方
は
、
町
役
場
窓
口
で
更
新
手
続
を
し

　
て
く
だ
さ
い
。

・
更
新
手
続
を
行
っ
た
場
合
は
、
現
在
の
電
子
証
明
書
は
直

　
ち
に
失
効
し
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い
電
子
証
明
書
の
有
効

　
期
間
は
手
続
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
で
す
。

・
な
お
、
現
在
の
電
子
証
明
書
が
失
効
し
た
後
で
も
、
新
し
い

　
電
子
証
明
書
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続

き
は
、
町
役
場
窓
口
で
手
続
き
を
行
い
ま
す
の
で
、
左
記
の

持
参
す
る
も
の
等
を
ご
確
認
の
う
え
、
町
役
場
窓
口
ま
で
ご

来
庁
く
だ
さ
い
。

【
受
付
場
所
】
町
役
場
　
総
合
窓
口
課
（
本
庁
舎
１
階
）
　
　

【
受
付
時
間
】
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　
　
　
　
　
（
土
日
・
祝
休
日
及
び
12
時
か
ら
13
時
を
除
く
）

【
持
参
す
る
も
の
】
更
新
す
る
電
子
証
明
書
が
格
納
さ
れ
た

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
の
た
め
に
必
要
な
資

　
料
（
写
真
付
の
公
的
な
証
明
書
：
運
転
免
許
証
、
写
真
付

　
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）
　
　

【
発
行
手
数
料
】
　
５
０
０
円

【
問
合
先
】
町
役
場
　
総
合
窓
口
課
　
℡
72-

１
１
１
4

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
の

　
有
効
期
限
は
、発
行
か
ら
起
算
し
て

　
　
３
年
間
で
す
！

総
合
窓
口
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
！

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の

電
子
証
明
書
更
新
手
続
き
を
行
う
に
は
？

　皆さんは、「災害」と聞いてどのような災害を思い浮かべるでしょうか。

　日本は、季節の移り変わりがあり、また複雑な地形をしていることから様々な自然現

象を生み出します。そして、時に思いもよらぬような災害が発生することがあります。

　「地震」「台風」「火山噴火」「降雪」などそれぞれの自然現象は、

各々異なる形で被害を及ぼす恐れがあります。

　私たちは、あらゆる可能性の災害を想定して自分たちの身を

守る必要があります。

　これから、広報を通じて家庭で参考になるような

防災対策や防災知識などを掲載していきます。

　　　　　　　管理課　防災係　℡７２－６０１３

家庭を守る防災対策家庭を守る防災対策
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　西湖いやしの里　根場には、現在１２棟の茅葺家屋が完成し、

後世に伝えてゆくべき工芸技術、伝統文化・風俗をテーマに資料

展示、体験工房、飲食提供、地域特産品販売などを行い来訪者の皆

様に懐かしい日本人の暮らしの味わいを満喫してもらい好評を

いただいています。

　ここで町は、来春以降完成予定の工芸用茅葺き家屋を使って

工房（創作体験・作品展示）を営業していただく方（個人・グループ

・法人）を募集します。興味のある方はお問い合わせください（作

品等の販売についても相談に応じます）。

１．募集スケジュール
　　○～平成１９年３月１２日（月）：入居希望受付（応募用紙提出）

　　○　平成１９年３月２３日（金）：書類審査結果発表

　　○　平成１９年４月９日～１３日：2次審査（面接・実演・提案）

　　○　平成１９年４月１８日（水）：最終選考結果発表

２．実施主体　富士河口湖町、西湖いやしの里　根場

３．審　査
　１次審査：書類選考

　２次審査：いやしの里において面接

　　○審査基準　　�体験教室の内容が充実していること(バスツアー客対応など)

　　　　　　　　　�いやしの里にふさわしい内容であること

　　　　　　　　　�地域づくり(いやしの里づくり)に参画する意欲

　　　　　　　　　�地域交流や文化の普及への積極性

　　　　　　　　　�その他、独創性・話題性など

【参考資料】西湖いやしの里　根場
　・体験工房用の茅葺き民家仕様：木造・茅葺き(兜造り)・平家建・床面積約100㎡間取：土間２４畳×１、

　 板の間１６畳×１、事務所×１、トイレ×１、標準的な水回り配管、電気配線工事済み(居住は

　 不可)、場合によっては2階建てタイプの利用も可能

●申込み、問合先　〒401-0301富士河口湖町船津1700番地　町役場観光課　担当事務局：外川

「西湖いやしの里　根場」「西湖いやしの里　根場」「西湖いやしの里　根場」工芸･手芸工房入居者を募集します。

　農林水産省では、食品の安全、食品の規格、表示及び

価格動向、食生活など食に関して、広く消費者の皆様

の意向を把握するため、食料品消費モニターを募集し

ます。

■応募資格

　①２０歳以上の方（平成１９年４月１日時点）、②国

　及び地方公共団体の議員又は職員でない方、③平成

　１９年度中に他の食生活関係モニターに就く予定

　のない方、④原則として、平成１８年度の農林水産

　省食料品消費モニターでない方

■募集予定人数　１５名（山梨県内）

■任　期　依頼の日から平成２０年３月３１日まで

■期　限　平成19年２月28日（水）（消印有効）

　県では、地域における消費者の相談窓口となり、消費

者問題に関する意見・要望をお寄せいただき、消費者と

行政の橋渡し役となっていただく消費生活相談員を募

集します。

■応募資格

　　県内在住の20歳以上の者で、消費者問題に積極的

　に取り組む意欲があるもの(経験は問いません)

■募集人員　30名

■任　　期　平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

■応募期間　平成19年1月9日(火)から2月9日(金)まで

※尚、採用の場合は平成19年3月末までに連絡します。

●�応募・問合先　

　　県庁県民生活課　消費生活担当

　　　　TEL　０５５（２２３）１３５２

　　　　FAX　０５５（２２３）１３５４

食料品消費モニターの公募について

●応募・問合先
   　農林水産省　関東農政局山梨農政事務所
　　   　　電話　055-226-6611（内線314）
　 　　　　FAX  055-226-6642

山梨県消費生活相談員の募集要領
（公募分）

※応募希望者のいやしの里見学対応可　TEL 72-3168　FAX 72-2817




